
●積算疑義申立手続きの流れ

開札後に保留通知発行
※疑義申立・金入り設計書開示請求の開始を通知する

疑義申立がある場合
※疑義申立のあった内容を確認して以下により判断

申請者に直ちにメールで金入り設計書を送付
（開札後２日目の１５時に最終確認）

疑義申立が
ない場合

●落札決定（決定通知発行）
※本手続き以降は、設計金額等に対しての
疑義は認めないこととし、本件入札及び契
約については有効する。

発 注 者

【入札を中止する場合】
以下の場合で入札の公平性が損なわれ
ていると発注者が判断した場合
①積算内容に誤りがあり、
予定価格に変更が生じる場合

②積算内容に誤りはないが、入札
手続期間の質問に対する回答
等に誤りや不明瞭な箇所がある
場合

【入札を続ける場合】
①積算内容に誤りがない場合
②入札手続期間の質問に対する
回答等に誤りや不明瞭な箇所
がなく、入札の公平性が損な
われていないと発注者が判断
した場合

入 札 参 加 者

疑義申立に対する回答書を送付（疑義申立者のみ）

●入札取止め
（取止め通知発行）

疑義申立に対する回答書を受理
（疑義申立者のみ）

金入り設計書の希望者は閲覧申請を提出
※開札日から起算して２日（休日を除
く）の１５時 までにメールで送付

設計書に対する疑義がある場合は、
疑義申立書を提出
※開札日から起算して３日（休日を除
く）の１５時までにメールで送付

回答書を送付する前に
土木総務課へ回答書を提出する
（ホームページ公表用）

疑義申立に対する回答書を
ＰＰＩで公表

疑義申立に対する回答書を
土木総務課ホームページで公表


